


（参考）

ビオトープとは
・生物を意味する と場所を意味する を合成したドイツ語で 「生BIO TOPE 、

物生息空間」を意味するのが、一般的です。

・本マニュアルでは 「ビオトープ」の概念を、単に「生物の生息空間」と認、

識するだけではなく、人々が認識し関わっていく空間として位置づけ 「多様、

な、又は貴重な野生生物が生息・生育する空間であり、その状態を保持または

目指して管理される場所」と定義しています。

１ 作成の背景と目的
(1) 千葉県は、生物多様性の豊かな自然環境に恵まれてきましたが、近年、都市

化の進展や各種開発事業の増大によって、自然環境は著しく改変され、生物多

様性は減少しており、この流れを変革し、地域の生物多様性を確保し 「自然、

との共生」を実現していくことが求められています。

、 、 （ ） 、(2) そこで 県では ビオトープ 生物生息空間 を確保した地域づくりを支援

促進するため、ビオトープの整備・管理に当たっての基本的な考え方や手順な

どをまとめた「ビオトープ推進マニュアル」と県内各地域の特徴的な事例を紹

介した「ビオトープ事例集」を作成しました。

２ 本書の特徴等
(1) 従来、ビオトープというと、人工的につくり出すというイメージが先行して

いましたが、本マニュアルでは、ビオトープを作られるものとしてだけ考える

のではなく、 しています。守られるものとしても認識

(2) そして、ビオトープを、保持するタイプと復元するタイプの２タイプに大き

く分け、さらに保持するタイプを保存型、保全型、保護型に、復元するタイプ

各タイプごとに、整備・管理を修復型、再現型、創出型の合計６つに分類し、

しています。に当たっての基本的方向性や留意点を記載

、(3) また 県内を地形等から８区域に分け その、 、 地域ごとの守り方の方向性や

ことにより、ビオトープを守る取り組み立地タイプ別の守り方の留意点を示す

を行う際の参考となるように工夫してあります。

(4) 事例集では、８区域別に、行政施策、学校ビオトープ、地域のＮＰＯによる

５３２事例という豊富な事例で一覧表に掲載 ５７例取り組みを、 し、そのうち

しています。また、ただ単に紹介するだけでなく、マの取り組みを詳しく紹介

ニュアルで示した整備・管理のあり方が実例で参照できるなど、マニュアルと

相互に利用できるように配慮してあります。



３ マニュアルの概要
マニュアルは、５章で構成されています。

〇第１章の「ビオトープとは」では、これまでのビオトープの考え方を整理し

た上で、本マニュアルで用いるビオトープの概念を定めました。そしてビオト

、「 」ープを 守る：現状の自然を尊重し その自然を目標とするタイプ 保持型、 （ ）

と「 」といつくる：現状ではない別の自然状態を目標にするタイプ（復元型）

う２つのタイプに整理しています。

〇第２章の「ビオトープのありか」では、ビオトープを取り巻く周辺環境とし

ての千葉県の自然特性、社会特性を整理し、また、地形や植生を指標とする広

、 （ ） 。域的な視点から 県土を４区域 ８サブ区域 に分けることを設定しています

〇第３章の「ビオトープの守り方」では、保持型のビオトープを対象に、守る

ビオトープについての考え方、手順、方向性、主な留意点についてまとめて解

説しています。

〇第４章の「ビオトープのつくり方」では、復元型のビオトープを対象に、つ

くるビオトープについて、同様にまとめて解説しています。

〇第５章の「ビオトープの活用・維持管理」では、以上の方針に従って今後整

備されるビオトープの自然とのふれあいの場等としての活用、生物や自然の生

態系に配慮した維持管理の方向性等についてまとめています。

なお、本マニュアルは別冊の するように「ビオトープ事例集」とセットで活用

組み立ててあります。

４ 事例集の概要
事例集では、これからビオトープを実際に整備・管理しようとしている方や、

それに関わろうとしている方の参考としていただけるように、千葉県の事例を可

能な限りたくさん集めました。

各事例を

、 、 、 、 、①北総区域 京葉区域 九十九里区域 南房総区域の４県区分 北総内陸

銚子などの８サブ区域

②行政、民間、学校の整備主体

③樹林地、農耕地、河川、湖沼、湿地、海岸、干潟、公園、道路、学校の

立地タイプ

④保存型、保全型、保護型、修復型、再現型、創出型のビオトープの整備

・管理の６タイプ

の順番で整理し、紹介しています。








